
撮影禁止エリア

・  表示のエリア

・桟橋

・カスケード

・トイレ及びその周辺

・休憩所

・ベンチ

・細い園路、公園の出入口

・水域

・アジサイが植栽されている緑地帯

・その他、危険と判断した場所 
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【記載必須】撮影の使用面積をご記入ください。
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工事中

※ 2022(令和4)年6月1日(水)より新エリア番号1～7を適用します。

※  お申込み前に必ず『撮影許可・申請手続きのご案内』及び

『海上公園撮影許可基準及び注意事項』をお読みください。


